
令和６年第６回 清瀬市まちづくり委員会議事要旨 

【開催日時】 

 日時：令和６年９月 24日（火）午後６時から７時 30分 

場所：清瀬市役所４階 研修室 

【出席委員】 

 望月委員長、渡邊副委員長、赤川委員、荒井委員、大室委員、神山委員、岸本委 

員、國井委員、里見委員、関根委員、野村委員、豊田委員、柴田委員、古川委員、 

星野委員、牧井委員、池田委員 

 事務局：市民協働課長、協働係長 

 

【配布資料】 

 令和６年第６回 清瀬市まちづくり委員会次第 

 令和５年第５回 清瀬市まちづくり委員会議事要旨 

 スケジュール案 Ver3 

 市民提案募集チラシ 

 

【議事】 

１ 開会 挨拶 望月委員長 

２ 事務局より 

   （１）配布資料の確認 

   （２）令和６年第５回議事要旨の確認 →修正なし 

３ 報告事項 渡邊副委員長 

   （１）新規市民提案 →なし 

４ 協議事項 

（１）清瀬市まちづくり基本条例に基づく運用状況調査について 

  各附属機関への追加質問について協議 

 

・まちづくり基本条例の認知度について（全課へ調査） 

まちづくり基本条例第九、十条に則った運営がされているか。 

また、当該条項に則ることが、円滑な組織運営の妨げになる可能性の有 

無を調査し、ある場合は理由を聞きたい。 

 

・専門的な内容で公募委員がいない課への質問（対象課へ調査） 

専門的な内容の詳細 

公募に向けた取り組みを実施する予定の有無及び検討または実施して 

いる内容があれば記載。 



・会議の非公開について（対象課へ調査） 

詳細な理由を追加質問 

公開の検討及び実施している場合は詳細を聞きたい。 

 

・会議の公開状況が"○"で傍聴の有無が"×"とされている課 

会議の公開と傍聴について、それぞれの定義と実務上の違いがあるの 

    か。 

 

・令和４年度と令和５年度の相違（対象課へ調査） 

清瀬市郷土博物館協議会および清瀬市文化財保護審議会において、令

和４年度では記載のある内容が令和５年度で空欄となっている箇所が見

受けられました。空欄について、現在どのような取り扱いとなっているか。

また、令和４年度では傍聴が×だったが令和５年度では○となっていた 

ので、傍聴方法について追加調査が必要。 

生活安全対策協議会および清瀬市防災会議の開催周知について、令和４ 

年度では、「改善点があり、次回改善したい」となっていたが、令和５年 

度では「適切に運用されている」に変更されていた。令和４年度は新型コ 

ロナウイルス感染症の影響を考慮して開催の周知をしなかったのか理由 

を知りたい。また令和５年度の開催の周知方法を追加調査が必要。 

 

・改善内容の取り組み（対象課へ調査） 

清瀬市立図書館協議会において、令和４年度、５年度で「委員の男女比 

率が同比でない」ことを理由として「改善点がある」とされているが、男 

女同数に実施されている取り組みを調査。 

 

・市民参画について（対象課へ調査） 

清瀬市 DX推進計画において、「市民の意見を受けて計画案を修正した」 

と回答があるが、その詳細を知りたい。 

 

副委員長 質問内容をまとめて、各課に追加質問し、来月その回答を委員会で提示

したい。 

委員長 市民提案№１ご提案に対する回答（プロジェクター）について検討。 

    →提案者通知文：「お年寄り」の文言を削除する。それ以外修正なし。 

     

№１提言をもとにさらなる展開をするためのグループワーク。 

 

・１グループ 



サロン（音楽関係）や映画イベントの所に人が集まるので、そちらの方への 

支援の方がベンチ以上の効果があると思う。 

・２グループ 

   椅子の現状把握（各年代の状態、必要とするターゲットの洗い出し）が必要。 

   また、設置するにあたり、ボランティアで椅子を集めるのか、市の予算措置 

で行うのか検討する。 

   デメリットは、安全面等椅子の管理が必要になること。また、外出機会の創 

出であれば、イスでなくてもいいし、提案者が知らないだけで介護保険のサー 

ビスなど代替案で賄える可能性もある。 

   他の類似した案もあがってくれば、含み案として広がる可能性がある。 

・３グループ 

   椅子設置の現状把握する必要がある。新しく住宅を作るときは、ベンチ設 

置の検討の余地あり。 

   個別収集により元ごみ置き場が空いているので、そこにベンチを置くので 

あれば補助をする方法も考えられる。 

   保存林の箇所への検討。 

 

委員長 スケジュール案の説明 

３月の「報告会」を削除する。 

    ２月の報告会の日程を次の委員会で提示する。 

    今年度のグループ分けは固定メンバーとしたい。 

     

５審議事項 

（１）清瀬市まちづくり基本条例に基づく市民提案募集チラシについて 

前回からの変更箇所 

・あなたの声→アイディア 

・「提言書」 フォントサイズを大きくした 

・写真変更（市長→市役所） 

・応募方法の修正 

・電話番号の修正 

・裏面左下の QRコードとホームページの位置変更 

 

決議 賛成：17人 反対：０人 白票：０人 欠席：３人 

結果 可決 

 

SNS等でも周知、印刷５００部、ポスターは市内公共施設に貼付 

 



６ 次回開催  

  令和６年 10月 22日（火）午後６時 

  清瀬市役所 研修室 

７ 閉会   


